
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく

「促進区域」の設定、「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係る

ガイドライン（地域の合意形成・地域の理解関連）
骨子（案）について
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Ⅰ促進区域等の設定に係るガイドラインの策定（前回資料）

課題（審議会委員からの意見等）
新税の目的である適地誘導の実現に向けて，促進区域等の設定を促進する必要がある。
・市町村による促進区域等の設定は大変な業務であり，県の積極的な支援が必要ではないか
・地域との合意形成に関する判断基準やガイドラインがあれば画期的である

対応策
県が，地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」等の設定に係るガイドラインを策定し，円滑に
促進区域等の設定が進むよう取り組む。

意見等を踏まえ対応策を検討。

策定にあたっての基本的考え方（案）
 市町村が促進区域等を設定する場合の「よりどころ」となる標準的な手順を定める（技術的助言）
 事業者にとっても合意形成に向けた「よりどころ」となるものとして定める
 主に「事業提案型」による区域設定を想定して定める
 主に「地域の合意形成」の方法について定める（国の策定・実施マニュアル等が整備済みのため）
 県は市町村の状況に応じて伴走型により支援する

スケジュール（案）
令和５年３月～ 検討，市町村等と調整
令和５年６月 ガイドライン（案）の策定



〇本編

１ ガイドライン策定の背景・趣旨等
２ ガイドラインの役割等
３ 地域の合意形成等にかかる基本的な考え方
４ 地域の合意形成等の進め方
５ 地域協議会の設立の手順・運営方法等
〇様式・名簿等

• 地域協議会における認定判断シート（例）（事業者記入例）
• 地域協議会における促進区域設定等判断シート（記載省略）

• 市町村担当部署一覧
• 地域協議会構成員（有識者）候補者名簿
• 地域協議会規約例 3

Ⅱ 構成案



１ ガイドライン策定の背景・趣旨等
（１）新税の導入の経緯等

・新税の導入やガイドラインを策定するに至った経緯等にかかる説明

（２）課税免除事項

・ 新 税 が 課 税 免 除 に な る 「 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 」 （ 以 下 、 「 促 進 事 業 」 と
いう。）等に係る説明

（３）促進事業の認定の手続きに係る課題等

・ 地 域 の 合 意 形 成 ・ 地 域 の 理 解 （ 以 下 、 「 地 域 の 合 意 形 成 等 」 と い う 。 ） が
促進事業の認定等に際して課題となる旨などの説明

（４）ガイドラインの趣旨等

・ 市 町 村 が 促 進 区 域 の 設 定 や 、 促 進 事 業 の 認 定 等 を 行 う 場 合 の 「 よ り ど こ
ろ 」 と な る 標 準 的 な 手 順 を 定 め る 旨 、 事 業 者 に と っ て も 地 域 の 合 意 形 成 等
に向けた「よりどころ」となるものとして定める旨等について説明
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２ 本ガイドラインの役割等

（１）法的位置づけ等

ガイドラインと、温対法に基づく「促進区域」、「促進事業」との関
係、「促進事業に準ずる事業」との関係、農山漁村再エネ法との関係
に係る説明

（２）役割

ガイドラインは、
① 「地域の合意形成等」に向けた手続等に係る規定としての役割
② 環境省のマニュアルの補足資料としての役割
③ 新税の減免に関する手続きの解説としての役割
④ 事業者が「踏まえるべき手続きのよりどころ」としての役割

を担う旨を説明
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３ 地域の合意形成等にかかる基本的な考え方（１）

地域の合意形成等・促進事業の認定の可否の協議等において踏
まえるべき基本的な考え方について以下のように規定

（１）関係者間の信頼関係のもとに議論を進めること

（２）可能な限り客観的なデータ、専門家の助言等に基づいて議
論すること

（３）それぞれの地域の考え方を尊重すること
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（４）下記の前提条件を踏まえ議論すること
① 再生可能エネルギー施設を最大限導入することは必要であること
② 再生可能エネルギー施設の導入は、「地域との共生」が必要である

こと
③ 促進事業等において設置される再生可能エネルギー施設は、地域に

貢献すべきものであること
④ 促進事業等において設置される再生可能エネルギー施設の整備は、

「まちづくりの一環」として取組まれるべきものであること
⑤ 財産権などの権利を尊重すること
⑥ 地域協議会で協議されるのは、設置の可否ではなく促進事業等と認

定できるか否かであること

３ 地域の合意形成等にかかる基本的な考え方（２）
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４ 地域の合意形成等・促進事業の認定等の進め方（１）

〇 地域の合意形成等・促進事業の認定に係る手続き手順等について
規定

「事業提案型」の場合は下記のとおり
※既に事業計画が進行している場合は、進行度合いに応じて柔軟に対応。市

町村の判断で、手続きの省略も可

（１）事業者による県担当部署への相談

（２）事業者による市町村担当課等への事前相談・ヒアリングの実施

（３）事業者による自治会、地域の産業団体、関係者・関係機関等か
らの課題・要望等のヒアリングの実施

（４）事業者による計画素案の作成

（５）事業者から市町村への促進事業の認定等に係る申請書の提出
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（６）市町村等による計画素案の公表
（７）市町村による地域協議会構成員の選出
（８）地域協議会の設置・開催
（９）地域での説明会の開催

（１０）計画案の策定・パブリックコメントの実施
（１１）パブリックコメントの結果のとりまとめ
（１２）地域協議会での決議及び市町村による認定の判断

４ 地域の合意形成等・促進事業の認定等の進め方（２）
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５ 地域協議会の設置の手順・運営方法等（１）

地域協議会の設置・運営は下記に従って、行うことを規定
（※下記を基本とするが、設置するか否かも含めて、市町村が状況に応じて適切に判断）

（１）地域協議会の設置運営にあたっては、下記を基本とすること。
① 促進事業等の認定に際しては、地域協議会を設置し協議を行う

こと
② 事業者から、地域協議会の設置について要望があった場合は、

地域協議会を設置し協議を行うこと（地域協議会を設置せずとも促進事業
等に認定可能と市町村が判断する場合を除く）

③ 地域協議会の議事録は原則公表すること
④ 地域協議会の運営に関し必要な事項は会が定めること
⑤ 市町村ごとに地域協議会を設置すること
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（２）地域協議会の構成員は下記のとおりとすること。

５ 地域協議会の設置の手順・運営方法等（２）

（３）構成員の選定は市町村において行うこと。

番号 項目 構成員
① 市町村 担当課⾧等
② 行政機関 許可権者等（担当者等）
➂ 地域住民 自治会代表者 住民団体代表者
④ 産業団体 森林組合、農協、漁協、観光協会、商工会 等

⑤ 有識者 社会学・再エネ・自然環境・景観・土木(災害)・文化を
研究する大学教授等

⑥ 事業者 再エネ施設設置を計画する事業者（担当者等）

⑦ その他市町村⾧が必要と認める者
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（４）地域協議会の運営方法は下記のとおりとすること
①会⾧・副会⾧等の選出

・会⾧は、社会学等を専門とする有識者等から、地域協議会の会議におい
て選出すること｡

②協議の進め方
・別紙「地域協議会における認定判断シート」を活用するなどして、協議

を進めること。
・「３ 地域の合意形成等にかかる基本的な考え方」を踏まえ、協議を行

うこと。
③決議の方法等

・認定要件を満たすか否かの判断においては、「決議において最も意見を
尊重すべき構成員」（別紙）を参考に議論を行うこと。

・意見が分かれた場合は、①会⾧が状況を踏まえて判断する、②認定の可
否について、市町村に委ねるなど地域協議会が適切に判断すること。

５ 地域協議会の設置の手順・運営方法等（３）

12



（別紙）認定要件等と「決議において最も意見を尊重すべき構成員」

番号 協議すべき認定要件等 決議において最も意見
を尊重すべき構成員

１ 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組
の内容 地域住民 産業団体

２ 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施する取組に関する事項の内容 －

（１） 地域の環境の保全のための取組の内容 地域住民 産業団体

（２） 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の内容 産業団体

３ 地域脱炭素化促進施設周辺の現状及び設置等に伴う影響と対策等 －

４ 廃棄物・発生土の処理等に係る考え方 市町村 行政機関

５ 事業終了後の対応 －

６ 地方公共団体実行計画等への適合状況 市町村

７ 地域脱炭素化促進事業の円滑かつ確実な実施 －

８ 関係法令に規定する認可基準等への適合状況等 行政機関

９ 地域の合意形成・地域の理解の状況 地域住民 産業団体

１０ 総合判定 － 13



「広域的ゾーニング型」（具体的な施設の整備計画がない段階で、「促進
区域」の設定等を行う方法）により促進区域を設定する場合の、地域の合
意形成等の手順は下記のとおりとすること

（※下記を基本とするが、地域協議会を設置するか否か等も含めて、市町村が状況に応じ
て適切に判断）

①候補地の選定
・市町村は環境省のマニュアル等を参考に、再エネのポテンシャル、規制

の有無、自然環境の状況、県が定めた促進区域から除外すべき区域
地方公共団体実行計画との整合性等を踏まえ、促進区域の候補地の選
定、地域脱炭素化促進施設の種類及び規模等の検討を行うこと。

６「広域的ゾーニング型」で促進区域を設定する場合の手順等（１）
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②関係者等へのヒアリングと地域の脱炭素化の取組の方針案の作成
・市町村は、上記①の内容について、環境省マニュアルに定める「関係

者・関係機関」（関係行政機関、地域住民、産業団体、有識者等）にヒ
アリング等を行い、「地域の脱炭素化の取組の方針」、「地域の環境保
全のための取組（措置）の方針」、「地域の経済及び社会の持続的発展
に資する取組の方針」の案を作成すること｡

➂地域協議会での協議
・市町村は、前述の「４ 地域の合意形成等・促進事業の認定等の進め方」

の（６）以降の手順等により、地域協議会での協議等を行うこと。
・地域協議会においては、「地域協議会における促進区域設定等判断シー

ト」（記載省略）を活用するなどして、協議を進めること。

６「広域的ゾーニング型」で促進区域を設定する場合の手順等（２）
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• 環境アセスメントの結果の事業への反映状況や、許認可に係る要件を満たす
か否かを確認しなければ、促進事業等の認定の判断を行うことが困難である
場合も想定されます。

• 一方、事業者にとっては、認定の可否が不明のままでは、新税を課税される
かどうかも不明であるため、事業の実施に必要な資金の調達などに支障が出
る場合も想定されます。

• そのような場合は、
① 必要な認可が得られること等を要件とする（要件を満たさない場合は認

定を取り消す）
② 環境アセスメントの結果の事業への反映状況を踏まえ、再度協議するこ

とを条件とする「条件付き仮認定」とする
等の対応を行うことを規定します。

７ 環境アセスメント等と認定の可否との関係等について
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※この他、県が定める環境配慮事項にかかる当県の考え方や、認定までのスケジュール例などの記載（追
記）についても検討します。



〇様式・名簿等

• 地域協議会における認定判断シート（例）
• 地域協議会における促進区域設定等判断シート（記載省略）
• 市町村担当部署一覧
• 地域協議会構成員（有識者）候補者名簿
• 地域協議会規約例
（※この他、必要に応じて追加）
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地域協議会における認定判断シート（例）

• 地域協議会等で促進事
業等の認定の可否等に
ついて議論する場合に
用いる資料の様式を例
として示すもの。

18
続きあり

次ページ以降に解説あり



地域協議会における認定判断シート（構成・記入例１）
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１ 促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

地域の課題・要望等
• 地域の森林について、CO２の吸収
源となるよう間伐などの維持管理
を行えるようにしてほしい。

• 地元の小中学生に対して、再エネ
も含めた環境学習の機会を提供し
てほしい

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

前述の４
（３）等の手
続きにおいて
地元関係者と
の意見交換等
をもとに事業
者が記述

地域協議会で
行われた議論
の内容などを
記述

地域協議会と
しての「適
否」の判断を
記述

認定要件等

左記の課題・要望等への対応
策を事業者が記述
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２ 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施する取組に関する事項の内容

（１）地域の環境の保全のための取組の内容

地域協議会における認定の判断シート（構成・記入例２）

地域の課題・要望等
• 計画地近くには、イヌワシが生息しており、
発電施設の設置による影響が懸念される。

• （※詳細は「○○地区周辺のイヌワシの生
息状況のとおり」）

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

記入例なので省略し添付
していません。

左記の課題・要望等への対応
策を事業者が記述
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（２）地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組の内容

地域協議会における認定の判断シート（構成・記入例３）

地域の課題・要望等
• 人口が減少しており、就労の場を確保し、若者人口を
増やす必要がある。

• 〇〇温泉への宿泊客等が減少しており交流人口を増や
す必要がある。

• 林業は他地域との競争が激化しており、効率的に事業
を行えるよう林道等を整備する必要がある。

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

左記の課題・要望等への対応策を事業者が
記述
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3  地域脱炭素化促進施設計画地周辺の現状及び設置等に伴う影響と対策等

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例４）

分野 現状 施設の設置により予想される影響 その対策（案）

住
環
境
（
騒
音
、
振
動
等
（
工
事
期
間
を
含

む
）

・
発
電
施
設
の
影
、
反
射
光

等
）

• 施設の計画地付近〇〇
ｍ以内には、民家はな
い。

• 工事車両の通行が想定
される道路が通学路に
なっている。

・〇〇〇〇・・・

• 施設から民家までの距離が離れて
いるため、工事期間も含め、騒音
は特に問題にならないと考えられ
る。

• 工事期間中に重機運搬など最大１
日〇〇台程度の車両の通過が予想
される。

左記の課題・要望等への対応
策を事業者が記述
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3  地域脱炭素化促進施設計画地周辺の現状及び設置等に伴う影響と対策等

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例５）

分野 現状 施設の設置により予想される影響 その対策（案）

自
然
環
境
・

動
植
物

※地域の環境の保全のた
めの取組の内容に記載の
とおり

－ －

景
観
・
文
化
財
等

• 町内には指定文化財
（重要文化財）〇〇神
社がある。

• 〇〇〇〇・・・

• 左記神社は、山林に囲まれている
ため、参拝客からは再エネ施設は
見えない。

－
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3  地域脱炭素化促進施設計画地周辺の現状及び設置等に伴う影響と対策等

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例６）

分野 現状 施設の設置により予想される影響 その対策（案）

災
害
（
過
去
の
発
生
状
況
）
等

• 直近では、平成〇年
の〇〇台風の際に、
町内の一部で土砂崩
れが発生し、〇棟が
被害を受けるととも
に、町内を流れる〇
〇川が氾濫し、一部
床上浸水の被害が発
生している。

• 再エネ施設の設置に伴う森林伐採
等により、何の対策も行わなけれ
ば、大雨時（〇〇㎜/ｈ以上）の
際は、〇〇川に流入する流量が増
加し、〇〇㎜水位を上昇させる危
険性がある。

左記の課題・要望等への対応
策を事業者が記述
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3  地域脱炭素化促進施設計画地周辺の現状及び設置等に伴う影響と対策等
地域協議会における認定判断シート（構成・記入例７）

分野 現状 施設の設置により予想される影響 その対策（案）

そ
の
他
森
林
が
果

た
し
て
い
る
機
能

（
上
記
以
外
）

• 町内の一部の地区で
井戸水を利用してい
る。

• 井戸水を利用している地区は、
施設の計画地から約〇〇ｋｍ離
れており、伐採を行うエリアは
水源とはなっていないと考えら
れる。

そ
の
他

上記事項に関する地域協議会の評価

可否の判断

※上記については、事業が進捗すれば、環境アセスメント等を通じ、詳細な調査等が行われる事項もあるが、本シート
作成時点では、既存のデータ等を用いるなどし、可能な範囲で作成するものとする。

左記の課題・要望等への対応
策を事業者が記述
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４ 廃棄物・発生土の処理等に係る考え方

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例８）

上記事項に関する地域協議会の評価
適否の判断

５ 事業終了後の対応

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

６ 地方公共団体実行計画等への適合状況

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断



７ 地域脱炭素化促進事業の円滑かつ確実な実施

27

① 事業者が、地域脱炭素化促進施設等を設置する土地について、土地を利用する権利（所有権等）を有
するか、又はこれを確実に取得することができると認められるか

② 再エネ発電施設をいわゆる電力系統に連携する場合（一般送配電事業者などの電気事業者が維持・
運用する電線路と接続する場合）は、当該接続について電気事業者の同意を得ているか

➂ 地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令（条例を含む。）の規定を
遵守するものであるか

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例９）



８ 関係法令に規定する認可基準等への適合状況等
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① 地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置その他の
必要な体制を整備し、実施する計画となっているか

② 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、地域脱炭素化
促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げる計画と
なっているか

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例１０）



８ 関係法令に規定される認可基準等への適合状況等
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① 関係法令の規定を遵守する計画となっているか

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例１１）

関係法令・必要な許認可等 許認可の見込み等の説明 所管機関部署担当者等

別添「関係法令等への対応の概要」のとおり

記入例なので省略し添付していません。



９ 地域の合意形成・地域の理解の状況
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〇地域住民の意見等

〇パブリックコメントの意見等

上記事項に関する地域協議会の評価

適否の判断

地域協議会における認定判断シート（構成・記入例１２）

１０ 総合判定
適否の判断

上記の理由等



市町村担当部署一覧

• 事業者の相談窓口等となる市町村の担当部署の情報を一覧で記載

31

地域協議会構成員（有識者）候補者名簿

• 地域協議会構成員（有識者）の候補者名等を記載
（※市町村が地域協議会を設置する際に参考とするもの）

分野 所属・役職等 氏名
社会学・地域共生等 ○○大学大学院経済学研究科 ○○ ○○

再エネ（風力） ○○大学名誉教授・○○大学特任教授 ○○ ○○

再エネ（バイオマス等） ○○大学理工学術院大学院○○・○○科 ○○ ○○

自然環境 ・・・

・・・

イメージ



地域協議会規約例
• 市町村が地域協議会を設置する場合に参考となる規約例を記載

32

○○地域協議会規約（例）
令和○年○月○日制定

第１章総則
（名称）
第１条この協議会は、○○協議会（以下「協議会」という。）と称する。
（事務所）
第２条協議会の事務所は、○県○市○（○庁舎内○階）に置く。
（目的）
第３条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号 次条第１号において「法」という。）第２２条第１項の規定に基づき、同法第
２１条第１項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）の作成及びその実施に関し必
要な事項について協議を行うため設置する。
（協議）
第４条協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
一法第２１条第２項から第５項に規定する地方公共団体実行計画の記載事項の内容
二同第５項第４号及び第５号に規定する事項に関する協議会の構成員の役割分担
三 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び
原状回復に関する事項

四前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること
２前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。
一災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法
二 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業者等、
地域住民、地元の施工業者等の参加

三小水力発電における農業用水の利用に関する調整等再生可能エネルギー発電事業に関する権利調整
第２章構成員等
（協議会の構成員）
第５条 協議会は、協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。ただし、会⾧が必要と認めるときは、別表１に掲げる委員以外の新たな委員を任命すること
ができる。

（以下略）


